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佳
作

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
廻
」
字
の
用
法

川
崎
医
療
福
祉
大
学　

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師　

根
来　

麻
子

は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
に
は
、
人
・
物
の
進
上
や
期
限
の
あ
る
仕
事
の
遅
れ
を
禁
ず
る
文
言
が
、
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
。
多
く
の
場
合
、「
不
得
」
や
「
不
可
」
な
ど
禁
止
を
表
す
表
現
に
、「
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
こ
と
」

「
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
」
を
表
す
こ
と
ば
が
重
ね
ら
れ
る
。「
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
こ
と
」「
先
延
ば
し
に

す
る
こ
と
」
は
、
た
と
え
ば
「
怠
延
」
の
よ
う
に
、
同
義
も
し
く
は
類
義
の
語
を
重
ね
た
熟
語
の
か
た

ち
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
熟
語
は
多
岐
に
亘
り
、
漢
語
の
み
な
ら
ず
、
漢
語
に
は
見
い
だ
し

が
た
い
も
の
も
少
な
か
ら
ず
使
用
さ
れ
て
い
る
一

。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
延
廻
二

」「
怠
廻
」「
廻
怠
」

も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
延
廻
」
は
、
漢
籍
に
は
明
代
に
入
る
と
用
例
を
確
認
で
き
る
三

も
の
の
、

奈
良
時
代
当
時
の
人
々
が
参
照
で
き
た
と
思
わ
れ
る
漢
籍
・
仏
典
等
に
は
今
の
と
こ
ろ
用
例
が
み
え

ず
、「
怠
廻
」「
廻
怠
」
は
時
代
を
下
っ
て
も
漢
語
と
し
て
の
例
は
見
い
だ
し
が
た
い
。
ま
た
、
正
倉
院

文
書
以
外
で
は
、『
万
葉
集
』
左
注
に
「
延
廻
」
が
一
例
み
え
る
の
み
で
、「
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
こ
と
」「
先

延
ば
し
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
廻
」
字
の
用
例
自
体
が
僅
少
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
に
お
け
る
「
廻
」
字
の
字
義
・
用
法
を
見
定
め
、
実
用
文
書

の
世
界
で
、「
廻
」
字
が
仕
事
の
遅
れ
を
表
す
文
脈
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
経
緯
を
探
り
た
い
と
思
う
。

一
、
用
例
概
観

１
、「
延
廻
」
用
例

　

「
延
廻
」
は
正
倉
院
文
書
中
に
八
例
み
え
、
そ
の
う
ち
七
例
が
仕
事
の
遅
れ
を
禁
ず
る
文
脈
に
用
い

ら
れ
る
四

。

　

ま
ず
、
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
五
例
）
か
ら
見
て
い
く
。

　

（1）　

石
山
院
牒　

奈
良
政
所

　
　
　

応
二

早
速
進
上
一

鋳
工
二
人

上
手

　
　
　
　

右
、
被
二

因
八
麻
命
婦
廿
四
日
宣
一

云
、
奉
二

大
上
天
皇　

勅
一

偁
、

　
　
　
　

為
レ

鋳
二

一
尺
鏡
四
面
一

、
上
手
工
四
人
許
、
早
速
令
レ

召
者
、
宜
察

　
　
　
　

レ

状
、
且
用
度
令
レ

勘
、
故
不
レ

論
二

日
夜
一

、
令
レ

持
二

調
度
一

進
上
、

　
　
　
　

事
有
二

期
限
一

不
レ

得
二

延
廻
一

、
令
レ

具
レ

状
、
附
二

上
馬
養
一

、
以
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
六
年
三
月
廿
五
日
主
典
安
都
宿
祢

　
　
　

大
僧
都 

（
続
々
修
十
八
ノ
三 

15
、
十
五
ノ
一
七
七
）

　

こ
れ
は
、
石
山
院
が
大
僧
都
良
弁
の
意
を
受
け
て
写
経
所
政
所
へ
出
し
た
牒
で
あ
る
。
孝
謙
太
上
天

皇
の
勅
願
鏡
を
製
作
す
る
鋳
工
を
進
上
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
不
論
日
夜
」「
事
有
期
限
」
と
、

急
ぎ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
不
得
延
廻
」
は
、
急
ぐ
案
件
な
の
で
期
限
を
過
ぎ
な
い
よ
う

念
を
押
す
表
現
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

（2）　

造
東
大
寺
司　

牒
坂
田
郡
司

　
　
　

合
応
二

進
上
一

米
一
百
九
十
九
石
五
斗
三
升

去
宝
字
四
年
料
租
米
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右
、
件
米
去
年
六
月
以
前
可
二

進
畢
一

、
然
其
米
迄
レ

今
未
レ

進
、
仍
差
二

　
　
　
　

充
散
位
少
初
位
下
工
広
道
使
一

、
副
二

国
符
一
枚
一

、
令
レ

向
レ

郡
、
宜
察
二

　
　
　
　

此
状
一

、
依
レ

数
早
速
進
五

二

上
石
山
院
作
所
一

者
、
不
レ

得
二

延
廻
一

、
今
具
二

　
　
　
　

事
状
一

、
故
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
六
年
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢

（
続
修
三
十
三
裏 

４
．
十
五
ノ
一
八
八
）

造
東
大
寺
司
か
ら
坂
田
郡
司
に
宛
て
た
牒
で
、
去
年
の
六
月
ま
で
に
進
上
し
終
わ
る
べ
き
租
米
が
未
納

な
の
で
、「
早
速
六

」
進
上
せ
よ
と
催
促
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
遅
れ
て
い
る
未
納
租
米
の

督
促
に
際
し
、「
不
得
延
廻
」
が
用
い
ら
れ
る
。

　

（3）　

符　

山
作
所

　
　
　

合
可
レ

作
材
柒
拾
肆
物

　
　
　

一　

棉
梠
拾
枝

四
枝
各
長
二
丈
三
尺

二
枝
各
長
二
丈
三
尺
直　

四
枝
各
長
一
丈
七
尺
並

四
寸
入
六
尺

　
　
　
　
　
　
　

左
四
右
四

　

並
広
五
寸

高
七
寸
二
羽
厚
二
寸
半

　
　
　
　
　

右
、
堂
宗
屋
飛
炎
棉
如
レ

件
、
宜
下

承
二

知
状
一

、
月
廿
日
以
前
令
レ

作
、
早
速
進
上
上

　
　
　

一　

架
六
十
枝

各
長
一
丈
五
尺

方
三
寸

　

角
木
四
枝

各
長
二
丈
四
尺　

厚
五
寸
半

広
六
寸
半　

三
寸
入
五
尺

　
　
　
　
　

右
、
仏
堂
用
度
如
レ

件
、
宜
下

承
二

知
状
一

、
早
速
令
レ

作
上

、
如
レ

仰
日

　
　
　
　
　

限
進
上
、
事
有
レ

限
、
不
レ

得
二

延
廻
一

、
今
具
レ

状
、
以
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
年
三
月
十
六

（
続
々
修
一
八
ノ
三 

11
、
十
五
ノ
一
六
八
）

　

こ
れ
は
、
造
石
山
寺
所
が
田
上
山
作
所
に
出
し
た
符
で
あ
る
。「
棉
梠
」
と
「
架
」
の
製
作
を
命
ず

る
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
「
月
廿
日
以
前
令
作
」「
日
限
進
上
」
と
期
限
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
事
有
限
」

―
期
限
が
あ
り
急
ぎ
の
案
件
で
あ
る
た
め
に
、「
不
得
延
廻
」
と
期
日
の
遵
守
を
言
い
渡
す
の
で
あ
る
。

　

（4）　

符　

甲
賀
運
材
領
橘
守
金
弓

　
　
　

充
下
酢
滓
柒
升　

滑
海
藻
伍
斤

五
巻　

又
若
滑
海
藻
壹
斤
拾
貳
両

廿
村

　
　
　

一　

車
負
材
法　

柱
二
根　

七
八
寸
二
丈
三
尺
已
下
桁
二
枝

　
　
　
　
　

一
丈
六
尺
架
方
三
寸
各
十
六
枝
已
下
十
四
枝
已
上　

三
尺
檜
皮
五
十
囲
已
下

　
　
　
　
　

卌
五
囲
已
上

　
　
　
　
　
　

右
、
泉
負
法
如
レ

右
、
宜
承
二

知
状
一

施
行
、
又
夫
日
功
十
四
文
已
下
十
二

　
　
　
　
　
　

文
已
上
、
食
日
五
升
已
下
四
升
已
上
、
随
二

人
等
一

耳

　
　
　
　
　
　

右
、
宜
早
速
令
二

運
出
一

、
月
廿
五
日
以
前
参
向
、
不
レ

得
二

延
廻
一

、
今
具
レ

状
、
故
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢　
　
　
　

案
主
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
八
日
辰
時　
　

以
時
使
検
校

（
続
々
修
一
八
ノ
三 

12
、
十
五
ノ
一
六
九
）

　

こ
れ
は
、
造
石
山
寺
所
か
ら
甲
賀
山
作
所
の
領
で
あ
る
橘
守
金
弓
に
宛
て
た
符
で
あ
る
。
山
作
所
か

ら
の
木
材
の
運
搬
に
関
し
て
、「
月
廿
五
日
以
前
」
と
期
限
が
切
ら
れ
、「
早
速
」
の
運
出
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。（
な
お
、
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
の
残
る
一
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）

　

続
い
て
、
奉
写
二
部
大
般
若
経
の
写
経
事
業
関
連
文
書
の
用
例
を
挙
げ
る
。

　

（5）　
　
　

（
前
欠
）
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一　

以
二

明
日
一

、
写
経
用
度
可
レ

下
二

節
部
省
一

、
宜
承
二

　
　
　
　
　

知
状
一

、
政
所
申
雑
使
六
人
許
夫
十
人
許
受

　
　
　
　
　

以
二

巳
時
前
一

、
可
レ

参
二

向
節
部
省
一

、
事
有
二

要
促
一

　
　
　
　
　

以
勿
二

延
廻
一

、
今
具
レ

状
、
以
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
雄
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
十
七
日 

（
続
々
修
十
ノ
七
裏 

７
、
十
六
ノ
六
八
）

　

安
都
雄
足
が
上
馬
養
に
対
し
て
、
雑
夫
・
役
夫
ら
を
連
れ
て
明
日
の
巳
時
ま
で
に
節
部
省
へ
写
経
用

度
を
持
参
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
巳
時
」
と
い
う
期
限
と
「
要
促
」
が
あ
る
こ
と

を
示
し
、「
延
廻
」
す
る
な
と
述
べ
て
い
る
。

　

（6）　

符　

難
波
使
社
下
月
七

弓
削
伯
万
呂
等

　
　
　

一　

米
黒
十
五
石　

白
随
レ

価
得　

海
藻
三
百
連　

塩
二
百
果　

大
小
豆
麦
等

　
　
　
　
　

先
如
レ

員
、
自
余
海
菜
随
二

買
得
一

、
直
二
貫
以
下
限

　
　
　
　
　

折
薦
随
レ

得
耳
、
又
細
縄
廿
了

若
在

　
　
　
　
　

右
、
得
二

進
上
状
一

、
具
知
二

事
趣
一

、
但
綿
者
、
上
件
物
彼
銭
限
買
取

　
　
　
　
　

即
返
船
乗
、
月
十
日
以
前
入
レ

京
、
以
不
レ

得
二

延
廻
一

、
又
雖
二

直
六
十
三
四

　
　
　
　
　

文
充
レ

買
レ

之
一

、
非
二

五
文
已
上
一

者
、
不
レ

得
二

売
却
一

、
今
具
レ

状
、
附
二

廻
使

　
　
　
　
　

阿
刀
乙
万
呂
一

、
以
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
六
年
潤
十
二
月
一
八

日

（
続
々
修
四
ノ
二
十
一 
３
、
十
六
ノ
一
〇
九
）

　

こ
れ
は
、
奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
に
収
め
ら
れ
る
文
書
で
、
造
東
大
寺
司
が
社
下
月
人
と
弓

削
伯
麻
呂
に
物
品
の
購
入
と
売
却
を
命
じ
た
符
で
あ
る
。
文
書
の
発
行
日
は
宝
字
六
年
閏
十
二
月
一
日

だ
が
、
同
月
十
日
以
前
に
奈
良
に
帰
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
「
不
得
延
廻
」
と
あ
る
の

で
、
交
易
を
済
ま
せ
た
ら
す
ぐ
に
帰
還
す
る
よ
う
釘
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
九

。
こ
こ
で
も
、「
月

十
日
以
前
入
京
」
と
い
う
期
限
に
遅
れ
ぬ
よ
う
指
示
す
る
表
現
と
し
て
あ
る
。

　

（7）　

造
東
大
寺
司　

牒
山
階
寺
三
綱
務

　
　
　

奉
請
法
花
経
壹
十
部

无
帙

　
　
　
　

右
、
為
レ

用
二

本
経
一

奉
請
如
レ

件
、
乞
レ

察
二

事
趣
一

　
　
　
　

字
搆
不
レ

誤
、
暫
間
令
レ

請
、
事
小
二　

勅

　
　
　
　

語
一

以
勿
二

延
廻
一

、
故
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
勝
宝
六
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
官
正
六
位
上
石
川
朝
臣
豊
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
工
石
主

（
続
々
修
十
六
ノ
五 

10
、
十
三
ノ
九
八
～
九
九
）

　

こ
れ
は
、
造
東
大
寺
司
が
山
階
寺
に
法
華
経
の
貸
与
を
依
頼
し
た
牒
で
あ
る
。
期
限
に
関
す
る
記
述

は
み
え
な
い
も
の
の
、「
勅
語
」（
時
の
天
皇
は
孝
謙
）
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、「
勿
延
廻
」
と
念
を

押
し
て
い
る
。

　

正
倉
院
文
書
以
外
の
上
代
文
献
で
は
、『
万
葉
集
』
の
書
簡
に
一
例
「
不
須
延
廻
」
が
み
ら
れ
る
。

　

（8）　

越
前
国
掾
大
伴
宿
祢
池
主
来
贈
戯
歌
四
首

　
　
　

忽
辱
二

恩
賜
一

、
驚
欣
已
深
。
心
中
含
レ

咲
、
独
座
稍
開
、
表
裏
不
レ

同
、
相
違
何
異
。
推
二

量
所
由
一

、
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率
尓
作
レ

策
歟
。
明
知
加
レ

言
、
豈
二

有
他
意
一

乎
。
凡
貿
二

易
本
物
一

、
其
罪
不
レ

軽
。
正
贓
倍
贓
、

　
　
　

宜
二

急
并
満
一

。
今
勒
二

風
雲
一

発
二

遣
徴
使
一

。
早
速
返
報
、
不
レ

須
二

延
廻
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
宝
元
年
十
一
月
十
二
日
、
物
所
二

貿
易
一

下
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

謹
訴
二　

貿
易
人
断
官
司　

庁
下
一

（
巻
十
八
・
四
一
二
八
、四
一
二
九　

池
主
書
簡
）

　

池
主
が
家
持
に
送
っ
た
書
簡
で
、
末
尾
の
表
現
に
つ
い
て
滝
川
政
次
郎
氏
は
、「
こ
れ
（
筆
者
注

：

「
早
速
返
報
、
不
須
延
廻
」）
は
訴
状
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
そ
の
被
告
に
対
し
て
答
弁
書
（
陳
状
）

を
差
出
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
命
令
書
末
尾
の
極
り
文
句
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
一
〇

。
池
主
が
故

意
の
戯
れ
と
し
て
訴
訟
関
連
の
表
現
を
用
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
正
倉
院
文
書
と
用

語
が
共
通
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
一

。
な
お
「
延
廻
」
は
、
後
の
時
代
に
は
、『
小
右
記
』
や

行
政
文
書
類
に
用
例
が
確
認
で
き
る
一
二

。

２
、「
怠
廻
」「
廻
怠
」
用
例

　

「
怠
廻
」
は
二
例
、
造
石
山
寺
所
解
移
牒
案
に
み
え
る
。

　

（9）　

造
東
大
寺
司
石
山
院
所
牒　

愛
智
郡
司

　
　
　

合
所
レ

進
宝
字
四
年
料
租
米
一
百
卌
八
斛
九
斗
四
升

先
且
進
百
石

今
可
進
卌
八
石
九
斗
四
升

　
　
　
　

右
、
造
作
院
料
、
件
米
充
用
事
者
、
尤
彼
郡
司
所
レ

知
、
然
数
雖
レ

令

　
　
　
　

レ

乞
、
迄
二

今
時
一

未
二

進
畢
一

、
宜
承
二

知
此
趣
一

、
残
所
依
レ

員
、
即
副
二

此
使

　
　
　
　

等
一

進
上
、
不
レ

得
二

怠
廻
一

、
仍
差
二

散
位
少
初
位
下
丸
部
足
人
、
未
選

　
　
　
　

舎
人
弓
削
伯
万
呂
等
一

、
充
レ

使
発
遣
如
レ

件
、
今
具
二

事
状
一

、
故
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
七
年
正
月
廿
六
日
散
位
従
八
位
上
下
村
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
当
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢

（
続
修
別
集
六 

８
、
五
ノ
三
八
三
）

　

こ
れ
は
、
石
山
院
所
が
愛
智
郡
司
に
対
し
、
宝
字
四
年
料
の
租
米
を
督
促
す
る
牒
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
納
入
を
催
促
し
て
き
た
が
、
ま
だ
完
納
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
不
得
怠
廻
」
と
、
残
量
を

早
く
納
入
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
期
限
は
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
す
で
に
遅
れ
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
い
納
入
を
命
じ
て
い
る
。

　

（10）　

符　

山
作
所
領
玉
作
子
綿
等

　
　
　

合
可
二

山
作
一

材
五
枝

　
　
　
　

柱
卅
根

各
長
一
丈
一
尺　

本
径
七
寸
已
上
八
寸
已
下

樋
廿
枝

各
長
二
丈　

方
四
寸

　
　
　
　
　

右
件
材
木
、
今
急
令
三

早
速
進
二

上
寺
家
一

、
不
レ

得
二

怠
廻
一

、
符
到
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢　
　

領
上
馬
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
年
四
月
十
七
日

（
続
修
後
集
三
十
三
裏 

３
、
十
五
ノ
一
九
〇
）

　

造
石
山
院
所
が
田
上
山
作
所
の
領
・
玉
作
子
綿
等
に
宛
て
て
出
し
た
牒
で
あ
る
。
指
示
し
た
材
木
を

早
く
進
上
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
も
期
限
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
急
」「
早
速
」
の
文
言
か

ら
、
急
ぎ
の
案
件
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

「
廻
怠
」
は
一
例
み
え
る
一
三

。

　

（11）　

造
東
大
寺
司

　
　
　

召
河
内
石
嶋

二
月
廿
六
日
参　

　

河
内
稲
万
呂　
　

牛
鹿
足
嶋

三
月
四
日
参
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（
後
略
）

　
　
　
　

右
、
得
二

画
工
司
状
一

云
、
被
二

中
務
省
宣
一

偁
、
為

　
　
　
　

レ

彩
二

色
大
仏
殿
之
天
井
一

、
件
人
等
令
レ

向
レ

東

　
　
　
　

者
、
宜
下

承
二

知
此
状
一

、
早
参
中

向
寺
上

　
　
　
　

事
有
二

期
限
一

、
不
レ

得
二

廻
怠
一

、
仍
差
二

左
大
舎
人
一
四

従

　
　
　
　

七
位
下
秦
里
人
一
五

一

充
レ

使
、
故
召
、
到
二

依
レ

例
供
給
馬
食
一

　
　
　

次
官
高
麗
朝
臣　
　
　
　
　
　
　
　

判
官
川
内
恵
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
二
年
二
月
廿 

（
続
修
四
十
三 

１
、
四
ノ
二
六
〇
～
二
六
一
）

　

こ
れ
は
、
造
東
大
寺
司
が
画
工
ら
を
召
集
し
た
召
文
で
あ
る
。
大
仏
殿
の
天
井
を
彩
色
す
る
仕
事
の

た
め
に
参
向
す
る
こ
と
を
求
め
、
期
限
が
あ
る
た
め
「
不
得
廻
怠
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

「
怠
廻
」「
廻
怠
」
と
も
に
、
期
限
が
あ
っ
た
り
急
ぎ
で
あ
っ
た
り
す
る
案
件
に
対
し
て
、「
先
延
ば

し
に
す
る
な
」
と
命
ず
る
禁
止
表
現
の
中
に
用
い
ら
れ
る
点
で
、「
延
廻
」
の
用
法
と
同
様
で
あ
る
。

な
お
、「
怠
廻
」「
廻
怠
」
は
、
正
倉
院
文
書
以
外
の
同
時
代
資
料
、
お
よ
び
後
世
の
資
料
に
は
み
え
な
い
。

二
、「
廻
」
字
に
つ
い
て

１
、「
廻
」
字
の
字
義

　

「
廻
」（
迴
・
回
）
字
一
六

の
基
本
的
な
意
味
は
、「
ま
わ
る
」「
め
ぐ
る
」
で
あ
る
。「
轉
也
」（『
説
文

解
字
』）、「
旋
也
」（
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
ら
せ
ん
状
の
動
き
を
基
本
と
す
る
。

そ
こ
か
ら
、「
遠
也
」「
廣
也
」（『
新
撰
字
鏡
』）
や
「
避
也
」（
高
山
寺
本
『
篆
隷
万
象
名
義
』）
の
よ

う
な
意
味
が
派
生
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　

上
代
文
献
・
資
料
に
お
け
る
動
詞
と
し
て
の
「
廻
」
字
は
、
①
周
り
を
ま
わ
る
（「
吾
与
汝
行
二

廻

逢
是
天
之
御
柱
一

而
」『
古
事
記
』
上
巻
）、
②
迂
回
す
る
・
遠
回
り
す
る
（「
執
レ

兵
者
多
満
二

山
中
一

。

宜
下

廻
自
二

當
摩
径
一

踰
レ

之
上

」『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
二
・
履
中
天
皇
即
位
前
紀
）、
③
帰
る
・
戻
る

（「
廻
日
遭
二

逆
風
一

漂
二

著
唐
国
南
辺
驩
州
一

」『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
五
）、
④
回
す
（「
廻
レ

首
顧
眄

之
間
、
則
有
二

化
神
一

。
是
謂
素
戔
鳴
尊
」『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
五
段
・
一
書
第
一
）、
⑤
（
位
を
）

譲
り
渡
す
（「
廻
二

臣
所
レ

給
太
師
之
任
一

、
欲
レ

譲
二

南
北
両
左
大
臣
一

者
」『
続
日
本
紀
』
巻
第

二
十
三
）
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
正
倉
院
文
書
の
「
廻
」
と
同
じ
よ
う
な
、「
物
事
を
先
延

ば
し
に
す
る
」
と
い
う
意
味
に
相
当
す
る
よ
う
な
用
例
は
他
の
上
代
文
献
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。

２
、「
お
こ
た
る
」「
た
が
う
」
意
味
を
表
す
「
廻
」
字

　

正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
廻
」
字
の
意
味
を
考
え
る
上
で
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
漢
籍
に
次
の

よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

（12）　

庾
信
高
鳳
読
書
不
レ

知
レ

流
レ

麦
賛
曰
、「
高
鳳
好
レ

学
、
専
心
不
レ

廻
。
留
二

連
経
笥
一

、
対
二

玩
書
台
一

。

　
　
　

石
門
雲
度
、
銅
梁
雨
来
。
麦
流
雖
レ

遠
、
書
巻
猶
開
」。

（『
藝
文
類
聚
』
第
五
十
五
巻　

雑
文
部
一　

読
書
）

　

（13）　

且
臣
聞
二

吐
蕃
之
性
一

、
慓
悍
果
決
、
敏
レ

情
持
レ

鋭
、
善
学
不
レ

廻
。

（『
旧
唐
書
』
列
伝
第
一
百
四
十
六
上　

吐
蕃
上
）

　

（12）
は
、
高
鳳
と
い
う
人
物
が
、
読
書
を
好
む
あ
ま
り
、
暴
風
雨
で
自
分
の
畑
の
麦
が
流
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
不
廻
」
は
、
高
鳳
の
性
質
と
し
て
、
学
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を
好
ん
で
そ
れ
に
心
を
砕
き
、
一
途
に
取
り
組
む
こ
と
を
い
う
と
思
わ
れ
る
。

（13）
も
同
様
に
、
吐
蕃
の

人
々
の
性
質
を
述
べ
る
箇
所
で
、「
善
学
不
廻
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
不
廻
」
は
、
学
問
に
一
途
に

取
り
組
む
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

（14）　

 

鞞
索
迦
国　

周
四
千
余
里
、
国
大
都
城
、
周
十
六
里
。
穀
稼
殷
盛
、
花
果
具
繁
。
気
序
和
暢
、

風
俗
淳　

質
。
好
レ

学
不
レ

倦
、
求
レ

福
不
レ

廻
。 

（『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
五
）

　

こ
れ
も
同
様
に
、
西
域
の
国
・
鞞
索
迦
国
の
人
々
の
性
質
に
つ
い
て
、「
好
学
不
倦
、
求
福
不
廻
」

と
あ
る
。
当
該
箇
所
は
対
句
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
不
廻
」
は
「
不
倦
」
と
類
義
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
加
点
の
石
山
寺
本
『
大
唐
西
域
記
』
で
は
、「
廻
」
に
「
タ
ユ

マ
」
の
訓
が
あ
り
一
七

、
福
を
求
め
る
こ
と
を
た
ゆ
ま
な
い
、
つ
ま
り
熱
心
で
あ
る
意
と
理
解
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
い
っ
た
例
を
み
る
と
、「
不
廻
」
は
物
事
に
熱
心
で
あ
る
さ
ま
・
専
心
す
る
さ
ま
を
表
し
て
い

る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
「
廻
」
は
、「
専
心
」「
善
学
」「
好
学
」
の
逆
、
す
な
わ
ち
、
気
が
逸
れ
る
さ
ま
、

お
こ
た
る
さ
ま
、
な
お
ざ
り
に
す
る
さ
ま
を
い
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

さ
ら
に
「
廻
」（
回
）
字
に
は
、「
迴　

邪
也
避
也
」（『
篆
隷
万
象
名
義
』）
と
い
う
訓
詁
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
た
だ
お
こ
た
る
だ
け
で
は
な
く
、「
た
が
う
」「
背
く
」「（
意
思
を
）
曲
げ
る
」
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

（15）　

維
此
文
王　

小
心
翼
翼　

昭
事
二

上
帝
一　

聿
懐
二

多
福
一　

厥
徳
不
レ

回　

以
受
二

方
国
一

（『
詩
経
』
大
雅　

文
王
之
什　

大
明
）

　

（16）　

王
猶
允
塞　

徐
方
既
来　

徐
方
既
同　

天
子
之
功　

四
方
既
平　

徐
方
来
レ

庭　

徐
方
不
レ

回

　
　
　

王
曰
還
帰 

（『
詩
経
』
大
雅　

常
武　

蕩
什
）

　

（17）　

 

先
レ

是
平
帝
時
、
敞
與
レ

崇
俱
朝
二

京
師
一

、
助
二

祭
明
堂
一

。
崇
見
三

莽
將
レ

危
二

漢
室
一

、
私
謂
レ

敞
曰
「
安
漢
公
擅
二

国
権
一

、
群
臣
莫
レ

不
二

回
従
一

。
社
稷
傾
覆
至
矣
。（
後
略
）」

（『
後
漢
書
』
巻
十
四　

宗
室
四
王
三
侯
列
伝
第
四　

城
陽
恭
王
祉
）

　

（15）
は
、
周
王
朝
の
始
祖
・
文
王
を
讃
え
た
詩
の
一
部
で
あ
る
。
文
王
は
謹
ん
で
上
帝
に
仕
え
、
国
に

福
を
も
た
ら
し
た
。「
不
回
」
は
鄭
箋
に
「
回
違
也
」
と
あ
り
、
文
王
の
徳
が
天
命
に
た
が
わ
ず
大
国

を
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

（16）
は
、
周
の
宣
王
が
徐
国
を
降
伏
さ
せ
た
こ
と
を

讃
え
る
詩
の
一
部
で
あ
る
。
引
用
の
末
尾
「
徐
万
来
庭
」
は
徐
国
の
人
々
が
来
朝
し
た
こ
と
を
い
い
、

「
徐
方
不
回
」
は
鄭
箋
に
「
回
猶
違
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宣
王
の
命
に
た
が
わ
ず
恭
順
の
意
を
示
し

た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（17）
で
は
、
安
漢
公
（
王
莽
）
が
漢
の
国
政
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
と

き
、
群
臣
が
皆
逆
ら
わ
ず
従
っ
た
こ
と
を
「
莫
不
回
従
」
と
い
う
。
李
賢
注
に
は
「
回
、
曲
」
と
あ

る
。「
曲
従
」
は
、『
漢
書
』
季
布
列
伝
（
巻
三
十
七
）
の
「
諸
将
皆
阿
呂
太
后
」
に
対
す
る
師
古
注
と

し
て
「
阿
曲
也
、
曲
従
其
意
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
阿
り
本
意
を
曲
げ
る
こ
と
を
い
う
。
よ
っ
て
こ
こ

で
の
「
回
従
」
は
、
王
莽
の
権
勢
に
対
し
、
心
中
で
は
快
く
思
っ
て
い
な
く
て
も
従
っ
た
こ
と
を
い
う

と
思
し
い
。

３
、
漢
語
「
遅
廻
（
回
）」

　

さ
ら
に
、「
廻
」
字
を
用
い
た
熟
語
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、「
遅
廻
（
回
）」
で
あ
る
。

　

（18）　

 

東
海
恭
王
彊
。
建
武
二
年
、
立
二

母
郭
氏
一

為
二

皇
后
一

、
彊
為
二

皇
太
子
一

。
十
七
年
而
郭
后
廃
。

彊
常
慼
慼
不
二

自
安
一

、
数
因
二

左
右
及
諸
王
一

陳
二

其
懇
誠
一

、
願
レ

備
二

蕃
国
一

。
光
武
不
レ

忍
、
遅

回
者
数
歳
、
乃
許
焉
。 

（『
後
漢
書
』
巻
四
十
二　

光
武
十
王
列
伝
第
三
十
二　

東
海
恭
王
彊
）
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（19）　

王
敦
作
レ

逆
。
詔
レ

峻
討
レ

敦
。
卜
レ

之
不
吉
、
遅
廻
不
レ

進
。
及
二

王
師
敗
績
一

、
峻
退
保
二

盱
貽
一

。

（『
晋
書
』
巻
百　

列
伝
第
七
十　

蘇
峻
）

　

（20）　

 
崇
大
怒
、
牒
二

報
若
水
一

曰
「
劉
聡
偽
主
、
徳
不
レ

勝
レ

妖
。
今
日
聖
朝
、
妖
不
レ

勝
レ

徳
。
古
之

良
守
、
蝗
蟲
避
レ

境
。
若
其
修
レ

徳
可
レ

免
、
彼
豈
二

無
レ

徳
致
レ

然
一

。
今
坐
看
レ

食
レ

苗
、
何
忍

不
レ

救
。
因
以
飢
饉
、
将
二

何
自
安
一

。
幸
勿
三

遅
廻
、
自
招
二

悔
吝
一

」

（『
旧
唐
書
』
巻
九
十
六　

列
伝
第
四
十
六　

姚
崇
）

　

（18）
は
光
武
帝
の
子
の
一
人
で
あ
っ
た
彊
の
列
伝
で
あ
る
。
彊
は
母
が
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら

皇
太
子
と
な
っ
た
が
、
後
に
そ
の
母
が
皇
后
の
座
を
廃
さ
れ
た
た
め
、
自
ら
の
今
後
の
立
場
に
不
安
を

感
じ
、
臣
籍
に
降
下
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
光
武
は
残
念
が
っ
て
、
数
年
間
そ
の
申
し
出
を
受
諾
し

な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
許
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
の
「
遅
回
」
は
、
光
武
帝
が
た
め
ら
い
に
よ
り
ぐ

ず
ぐ
ず
と
決
心
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。

　

（19）
は
、
王
敦
の
反
乱
を
討
伐
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
蘇
峻
が
、
占
い
の
結
果
、
進
撃
す
る
こ
と
が
不

吉
だ
と
知
っ
た
た
め
、
進
軍
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
遅
廻
」
も
、
占
い
の
結

果
を
考
慮
し
た
た
め
に
、
進
軍
の
命
を
実
行
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

（20）
は
唐
の
官
人
・
姚
崇
の
列
伝
で
あ
る
。
山
東
に
い
な
ご
の
害
が
起
こ
っ
た
と
き
、
姚
崇
は
汴
州
刺

史
・
倪
若
水
に
駆
逐
を
命
じ
た
が
、
若
水
は
、
蝗
害
は
天
災
な
の
で
手
を
出
さ
ず
、
徳
を
修
め
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
崇
は
怒
り
、「
稲
が
食
べ
ら
れ
る
の
を
看
過
し
、
そ

の
た
め
に
飢
饉
が
起
こ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
だ
」
と
若
水
を
叱
責
し
た
。
そ
し
て
「
幸
勿
遅
廻
、
自
招

悔
吝
」
と
、
い
な
ご
の
駆
逐
が
後
れ
て
稲
が
被
害
に
遭
い
、
後
悔
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
強

く
促
し
た
。
こ
こ
で
も
、「
遅
廻
」
は
、
い
な
ご
の
害
に
対
す
る
対
策
を
行
わ
な
い
こ
と
を
指
し
て
お

り
、
為
す
べ
き
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
祇
廻
」
と
い
う
熟
語
の
注
と
し
て
、『
史
記
索
隠
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

（21）　

 

太
史
公
曰
、「
詩
有
レ

之
。『
高
山
仰
止
、
景
行
行
止
。』
雖
レ

不
レ

能
レ

至
、
然
心
鄉
二

往
之
一

。
余

読
二

孔
氏
書
一

、
想
二

見
其
為
レ

人
一

。
適
レ

魯
、
観
下

仲
尼
廟
堂
・
車
服
・
礼
器
、
諸
生
以
レ

時
習
中

礼
其
家
上

。
余
祗
廻
留
レ

之
、
不
レ

能
レ

去
」
云
。 

（『
史
記
』
巻
四
十
七　

孔
子
世
家
第
十
七
）

　
　
　
　

〈
索
隱
〉
祗
、
敬
也
。
言
二

祗
敬
遅
回
不
レ

能
レ

去
レ

之
一

。
有
本
亦
作
二

低
回
一

。
義
亦
通
。

　

司
馬
遷
が
魯
の
国
に
赴
い
て
、
孔
子
の
廟
堂
を
観
た
と
き
の
こ
と
を
語
る
一
節
で
あ
る
。
仲
尼
の
廟

堂
・
軍
服
・
礼
器
や
、
諸
生
が
時
節
ご
と
に
孔
子
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
、「
祗
廻
留
之
」

と
い
う
。「
祗
廻
」
は　

『
史
記
索
隠
』
に
「
祗
敬
遅
回
」
と
注
さ
れ
る
通
り
、
こ
こ
で
は
、
恭
し
く
て

後
ろ
髪
を
引
か
れ
、
な
か
な
か
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
子
を
い
う
と
み
て
よ
い
一
八

。

　

こ
の
よ
う
に
「
遅
廻
（
回
）」
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
為
す
べ
き
次
の
行
動
に
移
ら
な
い
こ

と
を
い
う
熟
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

４
、
日
本
に
お
け
る
「
お
こ
た
る
」「
た
が
う
」
意
味
を
表
す
「
廻
」
字

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
廻
」
字
の
字
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
お
こ
た
る
さ
ま
、
為
す
べ
き
こ

と
を
為
さ
な
い
さ
ま
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
積
極
的

な
意
志
を
以
て
為
さ
な
い
―
す
な
わ
ち
「
た
が
う
」「
背
く
」「（
意
思
を
）
曲
げ
る
」
と
い
っ
た
意
味

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
正
倉
院
文
書
の
「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
に
お
け
る
「
廻
」
字
の
意

味
は
、
こ
う
い
っ
た
漢
語
「
廻
」
字
と
通
ず
る
。「
廻
」
に
、
時
間
の
経
過
を
表
す
「
延
」
や
、
官
人

の
勤
務
評
定
に
大
き
く
関
わ
る
「
怠
」一
九

が
重
ね
ら
れ
熟
語
と
な
り
、「
不
得
」「
不
可
」
等
の
禁
止
表
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現
が
加
わ
る
こ
と
で
、
期
限
が
あ
る
・
急
を
要
す
る
な
ど
の
案
件
に
対
し
て
、「
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
な
」「
早

く
せ
よ
」
と
命
ず
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
中
に
は
熟
語
以
外
に
、
類
似
す
る
用
法
の
「
廻
」
字
が
一
例
み
え
る
。

　

（22）　

召　
　

酒
豊
足　

古
東
人　

秦
毛
人

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

以
二

前
人
等
一

、
依
レ

有
二

行
事
一

、
皆
悉
追
喚
、
宜
承
二

知
状
一

、
限
二

今
月
卅
日
一

向
赴
、

　
　
　

然
件
人
等
、
或
数
唱
不
レ

問
、
或
以
レ

理
廻
、
宜
二

皆
勿
レ

怠
、
早
速
向
赴
一

、
但
坊
職
得
者
、

　
　
　

人
別
進
紙
三
張
、
成
選
人
別
六
張
、
今
以
レ

状
下
符
、

　
　
　

玄
蕃
頭　
　
　

造
寺
次
官　
　
　

判
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
廿
年
七
月
廿
九
日
即
時
放
走

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
刀
酒
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
斐
麻
呂

（
続
々
修
二
十
四
ノ
六
裏 

13
、
十
ノ
三
一
八
）

　

こ
れ
は
、
写
経
所
が
「
行
事
」
の
た
め
に
、
経
師
ら
を
召
喚
し
た
文
書
で
あ
る
。
参
向
す
る
よ
う
に

命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
か
な
か
集
ま
ら
な
い
た
め
、
再
び
催
促
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
傍
線
部

に
つ
い
て
、
前
半
の
「
或
数
唱
不
問
」
は
、
し
ば
し
ば
呼
び
出
し
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
参
向
し
な

い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
後
半
の
「
或
以
理
廻
」
と
は
、
理
由
を
つ
け
て
参
向
し
な

い
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
「
廻
」
も
、
召
喚
に
応
え
な
い
、
す
な
わ
ち
、
為
す
べ

き
こ
と
を
為
さ
ず
、
命
に
た
が
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
「
廻
」
字
の
意
味
用
法
を
、
書
き
手
で
あ
る
官
人
ら
は
ど
こ
で
習
得
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
律
令
で
あ
る
。『
政
事
要
略
』　

所
収
の
「
応
下

任
レ

法
禁
中

断
姧
二

遁
五
畿
内
近
江
丹
波
等
国
庸
調
租
税
一

輩
上

事
」
が
引
用
す
る
「
厩
庫
律
」
に
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

　

（23）　

 （
前
略
）
厩
庫
律
云
、
応
レ

輸
二

課
税
及
入
レ

官
之
物
一

、
而
廻
避
詐
匿
不
レ

輸
、
或
巧
偽
濫
悪

者
、
計
レ

所
レ

闕
、
准
レ

盗
論
。（
後
略
）

（『
政
事
要
略
』
巻
五
十
一　

交
替
雑
事　

天
暦
元
年
閏
七
月
十
六
日
）

　

租
税
の
納
入
を
避
け
て
隠
し
た
り
、
偽
っ
て
悪
用
す
る
な
ら
ば
、
不
足
分
を
計
上
し
、
盗
用
に
準
ず

る
扱
い
を
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
廻
避
」
は
、
租
税
の
納
入
と
い
う
義
務
を
遂
行
せ

ず
避
け
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

後
世
の
例
で
は
あ
る
が
、『
類
聚
三
代
格
』
所
収
の
太
政
官
符
に
も
、「
廻
避
」
が
み
え
る
。

　

（24）　

 （
前
略
）
而
頃
年
国
宰
疎
慢
殊
甚
、
違
レ

命
者
衆
応
レ

召
者
寡
。
或
嬾
レ

出
二

国
境
一

、
廻
避
不
レ

来
、

　
　
　

或
雖
レ

到
二

府
頭
一

、
拒
捍
徒
帰
。（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
七
・
牧
宰
事
、
斉
衡
二
年
二
月
十
七
日
）

　

国
宰
（
国
司
）
の
怠
慢
に
対
す
る
処
罰
を
求
め
る
符
に
引
用
さ
れ
た
大
宰
府
解
で
あ
る
。
朝
命
に
違

う
国
司
が
多
く
、
応
じ
る
者
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
あ
る
者
は
都
を
出
る
こ
と
を
怠
り
「
廻

避
」
し
て
来
ず
、
あ
る
者
は
国
府
ま
で
来
る
も
の
の
、
着
任
を
拒
否
し
て
帰
っ
て
し
ま
う
、
と
記
さ
れ

る
。
こ
こ
で
の
「
廻
避
」
は
、
国
司
が
任
国
へ
の
出
立
と
い
う
義
務
を
遂
行
せ
ず
避
け
る
こ
と
を
い
う

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
令
集
解
』
所
引
の
古
記
に
は
、「
遅
廻
」
が
一
例
み
え
る
。

　

（25）　

若
得
二

牛
黄
者
一

別
進
。

　
　
　

 

謂
、
不
レ

得
二

処
分
一

、
随
レ

得
即
進
。
故
云
二

別
進
一

、
釈
无
レ

別
也
。
古
記
云
、
問
、
若
得
二

牛
黄
一
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者
別
進
、
未
レ

知
二

其
別
一

。
答
、
皮
脳
角
此
等
収
集
、
至
二

調
時
一

其
進
。
又
得
レ

充
二

国
内
雑
用
一

。

　
　
　

但
牛
黄
一
色
、
随
レ

得
即
進
上
。
不
レ

得
二

遅
廻
一

。
故
云
二

別
進
一

之
也
。 

（
厩
牧
令
）

　

こ
こ
で
は
、
牛
黄
（
牛
の
胆
石
）
を
得
た
と
き
は
、
得
た
ま
ま
す
ぐ
に
進
上
せ
よ
、「
遅
廻
」
す
る

な
、
と
あ
る
。
否
定
辞
を
伴
い
禁
止
を
表
す
点
で
、
正
倉
院
文
書
の
「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
の
用

法
と
同
様
で
あ
る
。「
古
記
」
は
天
平
十
年
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
も
の
二
〇

で
あ
る
か
ら
、
奈
良
時
代

に
は
す
で
に
「
遅
廻
」
と
い
う
語
が
官
人
ら
の
知
識
に
上
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
正
倉

院
文
書
に
「
遅
廻
」
は
み
え
な
い
）。

　

『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
等
の
主
要
な
上
代
文
献
・
資
料
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う

な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
廻
」
字
の
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
政
事
要
略
』
所
収
文

書
所
引
の
「
厩
庫
律
」
や
、『
令
集
解
』
所
引
の
古
記
に
、「
廻
避
」「
遅
廻
」
と
い
う
「
廻
」
を
用
い

た
熟
語
が
み
え
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
律
令
や
そ
の
注
釈
書
、
そ
し
て
そ

れ
に
基
づ
く
実
務
に
か
か
わ
る
語
と
し
て
、「
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
い
」
と
い
う
意
味
の
「
廻
」

字
の
用
法
が
受
容
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
お
け
る

「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
の
「
廻
」
も
、
そ
の
一
端
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、「
日
」「
日
時
」
を
伴
う
「
廻
」
に
つ
い
て

１
、
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
用
例

　

こ
こ
で
、
先
に
検
討
を
保
留
し
た
「
延
廻
」
の
一
例
に
目
を
向
け
た
い
。

　

（26）　

造
石
山
院
所
解　

申
送
物
并
請
物
等
事

　
　
　

一　

請
帛
帳
一
條

四
副

　
　
　
　
　
　
　

右
、
奉
レ

彩
二

色
菩
薩
像
一

為
レ

用
、
所
レ

請
如
レ

件

　
　
　

一　

請
二

画
師
一

雀
部
浄
人

若
不
有
者
尾
張
古
万
呂

　
　
　

 

右
、
上
楯
万
呂
等
款
云
、
依
レ

無
レ

人
之
、
彩
二

色
物
一

日
可
二

延
廻
一

、
若
有
二

件
人
許
給
事
一

、

今
十
箇
日
間
可
レ

奉
二

彩
色
畢
一

、
但
彼
雇
役
功
、
日
毎
充
二

卌
文
一

給
耳
者
、
今
依
二

申
状
一

、

此
実
二

行
事
一

大
進
、
画
師
少
乏
、
仍
申
送
如
レ

件

天
平
宝
字
六
年
七
月
九
日　

下　

（
正
集
五
裏 

５
、
十
五
ノ
二
二
二
）

　

こ
れ
は
、
造
石
山
院
所
か
ら
造
東
大
寺
司
へ
の
解
で
、
絵
師
・
上
楯
万
呂
の
申
し
出
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
楯
麻
呂
は
、
画
師
の
人
手
が
足
り
な
い
た
め
に
、「
彩
色
物
日
可
延
廻
」
と
述
べ
て
い
る
。
具

体
的
な
期
日
は
不
明
だ
が
、
予
め
設
け
ら
れ
た
期
限
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
も
し
人
を
派
遣
し
て
く
れ
た

ら
、
十
日
以
内
に
彩
色
を
終
わ
ら
せ
る
、
と
宣
言
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
「
延
廻
」
の
特
徴
は
、「
先
延
ば
し
に
す
る
な
」
と
い
う
禁
止
表
現
で
は
な
い
こ
と
と
、「
日

可
延
廻
」
―
す
な
わ
ち
、「
日
」
を
（
が
）「
延
廻
」
す
る
、
と
い
う
格
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。「
延
廻
」
す
る
対
象
と
し
て
「
日
」
と
い
う
語
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
他

の
例
と
は
一
線
を
画
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

「
日
（
日
時
）」
と
結
び
つ
く
「
廻
」
字
の
類
似
例
と
し
て
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
次
の
二
例
が
あ
る
。

　

（27）　

奉
写　

御
執
経
所

　
　
　

請
開
元
釈
経
録
一
部

之
中
第
十
九　

第
廿　

先
請
来

　
　
　
　

右
、
以
同
日
二
日
、
依
二

少
僧
都
宣
一

、
差
二

六
人
部
嶋
継
一

所

　
　
　
　

レ

請
、
迄
レ

今
不
レ

来
、
更
自
二

内
裏
一

依
二

明
軌
尼
師
宣
一

、
差
二

建
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部
人
成
一

令
二

奉
請
一

如
レ

件
、
可
レ

有
二　

御
覧
一

、
勿
レ

廻
二

日
時
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
八
年
八
月
廿
五
日
信
部
史
生
大
隅
公
足

（
続
々
修
十
七
ノ
五 

２
、
十
六
ノ
五
五
二
）

　

奉
写
御
執
経
所
か
ら
、
経
典
を
請
う
文
書
で
あ
る
。
天
皇
が
御
覧
に
な
る
も
の
な
の
で
、
早
く
持
参

す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
傍
線
部
は
、「
日
時
を
廻
ら
す
こ
と
勿
れ
」
と
訓
め
る
。

　

（28）　

謹
解

　
　
　

可
二

雇
進
越
一

桴
流
川
道
知
人
等

　
　
　
　

右
人
等
雇
定
可
二

進
越
一

、
但
食
功
者
常
有
レ

限
、
然
川
水
太
、
故
日
不
レ

廻
流
来
矣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
六
年
七
月
十
九
日

　
　
　
　

（
後
略
） 

（
続
修
三
十 

10
、
五
ノ
二
五
二
）

　

こ
れ
は
、
宇
治
司
で
あ
る
阿
刀
宇
治
麻
呂
が
、
桴
工
を
遣
わ
せ
と
い
う
造
石
山
院
所
の
要
求
に
対
し

て
出
し
た
、
返
答
の
解
で
あ
る
。
桴
工
を
雇
っ
て
進
上
す
る
予
定
だ
が
、
賃
金
と
食
料
に
限
り
が
あ
る

こ
と
、
今
は
川
の
水
も
多
い
の
で
、
早
く
木
材
を
流
し
て
よ
こ
し
て
く
だ
さ
い
、
と
依
頼
す
る
内
容
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
「
日
不
廻
」
は
「
日
（
を
）
廻
ら
さ
ず
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
、

（27）
と
同
様
、「
日

を
経
過
さ
せ
ず
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
二
一

。

　

当
該
二
例
は
、

（26）
の
「
日4

可
延
廻
」
と
同
様
、「
勿
廻
日
時
4

4

」「
日4

不
廻
」
と
い
う
よ
う
に
、「
廻
」

す
る
対
象
で
あ
る
「
日
（
日
時
）」
と
い
う
語
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
用
例
に
お
け

る
「
廻
」
字
は
、「
日
（
日
時
）」
を
「
経
過
さ
せ
る
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
前
節
で
概
観
し
た
漢
語
と
し
て
の
「
廻
」
字
は
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
い
さ
ま
を
表

す
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
か
っ
た
結
果
、「
日
（
日
時
）」
が
経
過
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、「
廻
」
字
自
体
に
、
時
間
を
経
過
さ
せ
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
か

と
い
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
例
を
漢
籍
の
中
に
見
い
だ
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

２
、
漢
籍
に
お
け
る
「
廻
（
回
）
日
月
」

　

（29）　

 

譬
如
三

賊
有
二

三
重
一

。
一
人
器
械
鈍
、
身
力
羸
、
智
謀
少
、
先
破
二

二
重
一

。
更
整
二

人
物
一

方

破
二

第
三
一

。
所
以
三

遅
二

廻
日
月
一

。
有
レ

人
身
壮
兵
利
、
權
多
。
一
日
之
中
即
破
二

三
重
一

不
レ

待
二

時
節
一

。 

（『
摩
訶
止
観
』
巻
第
六
下
）

　

こ
れ
は
隋
の
天
台
僧
・
智
顗
の
教
説
を
ま
と
め
た
『
摩
訶
止
観
』
の
一
節
で
あ
る
。
経
典
を
内
容
面

か
ら
四
つ
に
分
類
し
た
う
ち
の
「
円
教
」
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
で
、
円
教
が
三
惑
（
修
行
を
妨
げ
る

三
つ
の
煩
悩
）
を
断
ず
る
力
に
つ
い
て
、
賊
を
撃
退
す
る
こ
と
に
擬
え
て
説
明
し
て
い
る
。
も
し
一
人

な
ら
、
動
き
が
鈍
く
体
力
も
す
ぐ
に
尽
き
、
策
略
を
考
え
る
知
力
も
乏
し
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

に
二
重
を
破
っ
て
か
ら
、
体
制
を
整
え
て
第
三
（
こ
こ
で
は
三
惑
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
無
明
惑
」
の
比

喩
）
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
「
遅
廻
日
月
」
し
て
し
ま
う
。
も
し
複
数
人
い
て
、
そ
れ
ら
の

人
が
勇
壮
で
勢
い
が
あ
り
良
い
策
略
も
あ
れ
ば
、
一
日
で
三
重
の
賊
を
破
り
、
時
間
を
か
け
る
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
。「
遅
廻
日
月
」
は
時
間
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、「
日
月
」
が
「
遅
廻
」

の
目
的
格
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
正
倉
院
文
書
の
「
日
可
延
廻
」「
勿
廻
日
時
」「
日
不
廻
」
の
用
法
と

あ
る
程
度
近
い
。

　

「
遅
廻
（
回
）」
が
時
間
表
現
と
結
び
つ
く
例
に
は
、「
遅
廻
者
三
日
」（『
晋
書
』
巻
五
十
四　

列
伝

第
二
十
四　

陸
雲
）
や
「
至
二

巴
陵
一

、
遅
回
十
余
日
不
レ

進
」（『
南
齊
書
』
巻
三
十
八　

列
伝
第
十
九　

蕭
穎
冑
）
な
ど
が
あ
り
、
遅
廻
（
回
）
し
た
結
果
と
し
て
経
過
す
る
日
数
が
示
さ
れ
る
点
で
は
参
照
さ
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れ
る
。
前
述
し
た
「
遅
廻
」
の
用
例

（18）
に
も
「
遅
回
者
数
歳
」
と
あ
っ
た
。
た
だ
、

（29）
ほ
ど
は
っ
き
り

と
「
日
（
日
月
）」
が
「
遅
廻
」
の
目
的
格
と
な
っ
て
い
る
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
他
に
見
い
だ
せ
て
い

な
い
。

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
日
月
を
循
環
さ
せ
る
意
味
を
表
す
「
廻
（
回
）」
字
の
例
で
あ
る
。

　

（30）　

 

忠
翼
、
宦
官
也
。
本
名
清
潭
。
與
二

董
秀
一

皆
有
レ

寵
二

於
代
宗
一

。
天
憲
在
レ

口
、
勢
迴
二

日
月
一

、

貪
二

饕
納
レ

賄
一

、
貨
産
二

巨
萬
一

。 

（『
旧
唐
書
』
巻
百
十
八　

列
伝
第
六
十
八　

劉
忠
翼
）

　

（31）　

 

群
心
悲
惋
、
亦
或
天
地
神
霊
所
三

以
垂
二

至
戒
一

。
啓
二

聖
情
一

、
伏
願
二

聖
后
一

。
回
二

日
月
之
明
一

、

察
二

微
臣
之
請
一

、
停
二

司
徒
逼
同
之
号
一

、
従
二

卑
下
不
レ

踰
之
称
一

、
畏
二

困
上
之
鑒
一

、
邀
二

謙
光

之
福
一

、
則
天
下
幸
甚
。 

（『
魏
書
』
巻
七
十
八　

列
伝
第
六
十
六　

張
普
恵
）

　

（30）
は
、
忠
翼
と
い
う
宦
官
が
、
皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
権
力
を
持
っ
た
こ
と
を
記
す
箇
所
で
あ
る
。

「
天
憲
口
在
」
と
は
、
勝
手
に
法
律
を
乱
用
し
て
人
に
刑
罰
を
与
え
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
「
勢
廻
日

月
」
は
、
政
事
や
世
の
中
を
ほ
し
い
ま
ま
・
思
う
ま
ま
に
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。

（31）
は
、
宣
武
帝
の
妃
嬪
で
あ
っ
た
霊
太
后
の
父
・
胡
国
珍
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、「
太
上
」
と
い

う
称
号
が
贈
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
張
普
恵
が
諌
め
た
上
表
文
の
一
部
で
あ
る
。「
太
上
」
を
人
臣

に
追
贈
す
る
こ
と
の
非
を
説
き
、
撤
回
を
求
め
る
も
の
で
、
こ
こ
で
の
「
回
日
月
之
明
」
は
、
日
月
の

運
行
を
司
る
―
天
下
に
君
臨
し
て
正
し
く
政
治
を
執
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
し
い
。
こ
の
よ
う

に
、「
日
（
日
月
）」
と
「
廻
（
回
）」
と
が
結
び
つ
く
例
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
時
間
を
経
過
さ
せ

る
意
味
と
は
若
干
の
距
離
が
あ
る
二
二

。

３
、
日
・
時
間
の
先
延
ば
し
を
表
す
表
現

　

正
倉
院
文
書
に
お
い
て
、
時
間
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
は
、
通
常
「
延
」
字
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。

　

（32）　

符　

橘
金
弓

　
　
　

可
二

進
上
一

大
小
豆
等
事

　
　
　
　

右
者
、
可
二

進
上
一

月
過
、
依
レ

何
迄
レ

今
不
レ

進
、
仍
差
二

散
位
丸
部
足
人
一

徴
発
遣
、

　
　
　
　

宜
下

承
二

知
状
一

、
早
進
上
上

、
若
可
レ

怠
者
、
金
弓
身
早
速
参
向
、
以
不
レ

得
レ

延
レ

日
、
故
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
典
安
都
宿
祢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
六
年
潤
十
二
月
一
日

（
続
々
修
四
ノ
二
十
一 

３
、
十
六
ノ
一
一
〇
）

　

（33）　

牒　

造
寺
司
政
所　

請
木
工
伍
人

　
　
　

山
子
相

若
无
者
佐
伯
佐
留　

川
瀬
田
使

若
无
者
勾
羊　

秦
九
月　

他
田
小
豊　

勾
猪
万
呂

　
　
　

右
、
自
レ

先
雖
レ

有
二

木
工
五
人
一

、
不
レ

得
二

事
成
一

、
是
以
為
レ

令
レ

作
二

安
居
堂
一

、

　
　
　

上
件
工
等
早
速
令
レ

向　

事
有
二

期
限
一

、
以
勿
レ

延
レ

日
、
今
具
レ

状
、
以
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
二
月 （

続
々
集
十
八
ノ
三 

２
（2）
、
十
五
ノ
一
五
〇
）

　

正
倉
院
文
書
中
に
「
延
日
」
は
七
例
み
え
る
（
語
順
が
転
倒
し
た
「
日
延
」
も
一
例
あ
る
）。「
延

日
」
は
、

（32） 

（33）
の
挙
例
の
ご
と
く
、
一
例
を
除
き
否
定
辞
を
伴
う
禁
止
表
現
と
し
て
文
書
の
末
尾
に

用
い
ら
れ
る
。「
勿
廻
日
時
」「
日
不
廻
」
と
用
法
上
近
い
。
他
に
、「
不
得
延
時
」（
続
々
修
二
ノ

四 

５
、
九
ノ
五
）「
不
得
今
日
延
之
」（
続
修
後
集
二
十
八
裏 

５
、
十
五
ノ
一
四
三
）
の
よ
う
な
例
も

み
え
る
二
三

。
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「
延
日
（
日
月
）」
は
、
漢
籍
に
も
散
見
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。

　

（34）　

凡
守
城
者
、
以
二

亟
傷
一
レ

敵
為
レ

上
。
其
延
レ

日
持
レ

久
、
以
待
二

救
之
至
一

、
不
レ

明
二

於
守
一

者
也
。

（『
墨
子
』
巻
十
五
、
号
令
第
七
十
）

　

（35）　

 

外
失
二

輔
車
脣
歯
之
援
一

、
内
有
二

毛
羽
零
落
之
漸
一

。
而
徘
徊
危
レ

国
、
冀
レ

延
二

日
月
一

、
此
猶
下

魏

武
侯
却
指
二

河
山
一

、
以
自
強
大
上

。 

（
孫
子
荊
「
為
石
仲
容
與
孫
皓
書
」『
文
選
』
巻
第
四
十
三
）

　

（34）
は
城
を
守
る
上
策
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、
日
を
延
ば
し
時
間
を
か
け
て
救
援
を
待
つ
の
は
得

策
で
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（35）
は
、
国
外
に
援
軍
が
な
く
、
国
力
の
衰
え
も
見
え
始
め
て
い

る
の
に
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
国
が
危
険
に
晒
さ
れ
た
ま
ま
に
し
て
、
日
月
を
引
き
延
ば
す
こ
と
を
願
う
の

は
、
魂
の
武
候
が
（
本
来
国
の
存
亡
と
は
無
関
係
の
）
山
河
の
景
を
愛
で
て
国
の
強
大
さ
を
誇
っ
た
よ

う
な
も
の
だ
、
と
す
る
。

　

ま
た
、「
延
引
日
月
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

　

（36）　

艾
重
言
曰
、「（
前
略
）
今
蜀
挙
レ

眾
帰
レ

命
、
地
尽
二

南
海
一

、
東
接
二

吳
会
一

、
宜
二

早
鎮
定
一

。
若
待
二

　
　
　

国
命
一

、
往
二

復
道
途
一

、
延
二

引
日
月
一

」。 
（『
三
国
志
』
魏
書　

巻
第
二
十
八
、
鄧
艾
列
伝
）

　

魂
の
将
軍
・
鄧
艾
は
、
蜀
を
滅
ぼ
し
た
功
績
に
よ
っ
て
名
誉
を
得
て
い
た
が
、
独
裁
的
な
行
動
が
目

立
っ
た
た
め
、
司
馬
昭
が
そ
れ
を
諌
め
た
。
し
か
し
鄧
艾
は
聞
か
ず
、
独
断
で
呉
を
攻
め
て
滅
ぼ
す
こ

と
を
提
案
し
た
。
国
命
を
待
っ
て
い
れ
ば
、
時
期
を
失
し
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
呉
へ
の
侵
略
が
先
延
ば
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、「
延
引
日
月
」
と
い
っ
て
い
る
。

　

「
延
日
」「
延
引
日
月
」
は
『
続
日
本
紀
』
に
も
み
え
る
二
四

。

　

（37）　

如
有
二

重
病
一

応
レ

救
、
請
二

浄
行
者
一

、
経
二

告
僧
綱
一

、三
綱
連
署
、
期
日
令
レ

赴
。
不
レ

得
下

因

　
　
　

レ

茲
逗
留
延
レ

日
上

。 

（『
続
日
本
紀
』
巻
第
七
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
）

　

（38）　

辛
巳
、
初
征
東
副
使
大
伴
宿
祢
益
立
、
臨
レ

発
授
二

従
四
位
下
一

。
而
益
立
至
レ

軍
、
数
愆
二

征
期
一

、

　
　
　

 

逗
留
不
レ

進
。
徒
費
二

軍
粮
一

、
延
二

引
日
月
一

。
由
レ

是
、
更
遣
二

大
使
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
一

。

到
即
進
レ

軍
、
復
二

所
レ

亡
諸
塞
一

。
於
レ

是
、
詔
責
二

益
立
之
不
レ

進
一

、
奪
二

其
従
四
位
下
一

。

（『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
六
、
天
応
元
（
七
八
一
）
年
九
月
）

　

（37）
は
、
僧
侶
ら
の
勝
手
な
医
療
行
為
を
禁
じ
る
詔
の
一
部
で
あ
る
。
重
病
で
救
護
の
必
要
の
あ
る
患

者
が
い
た
場
合
は
、
僧
綱
を
通
し
た
上
で
、
期
間
を
定
め
て
僧
を
派
遣
す
る
、
訪
問
先
で
長
逗
留
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
述
べ
て
い
る
。
日
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
は
「
延
日
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（38）
で
は
、
大
伴
宿
祢
益
立
が
従
四
位
下
を
得
て
征
東
副
使
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
軍
さ
せ
ず

に
、
い
た
ず
ら
に
軍
糧
を
消
費
し
、
日
月
を
引
き
延
ば
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
代
わ
り
に
藤
原
朝
臣
小

黒
麻
呂
を
派
遣
し
て
軍
を
進
め
、
益
立
の
位
階
を
剥
奪
し
た
。
こ
こ
で
の
「
延
引
日
月
」
は
、
進
軍
す

る
日
時
を
先
延
ば
し
に
し
て
時
間
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
倉
院
文
書
あ
る
い
は
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
、「
日
」
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
を

「
延
日
」「
延
引
日
月
」
と
す
る
例
が
み
ら
れ
、
漢
語
表
現
と
し
て
も
自
然
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
い
っ
た
例
に
照
ら
せ
ば
、
正
倉
院
文
書
の
「
日
可
延
廻
」「
日
不
廻
」「
勿
廻
日
時
」
と
い
っ
た
表

現
は
、
上
代
文
献
・
資
料
の
中
に
お
い
て
は
、
や
は
り
や
や
特
殊
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
で

は
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
出
自
は
ど
こ
か
と
考
え
れ
ば
、
ま
ず
は
や
は
り
、
先
述
し
た
漢
籍
の
「
遅
廻
日

月
」「
遅
廻
者
三
日
」「
遅
回
十
余
日
」
の
よ
う
な
例
と
の
か
か
わ
り
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
漢
籍
に

お
け
る
「
廻
」
字
に
、「
日
」
や
「
時
」
と
結
び
つ
い
て
直
接
的
に
時
間
の
経
過
を
意
味
す
る
用
例
が

ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
点
は
気
に
か
か
る
が
、「
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
い
」
こ
と
に
よ
り
、
結

果
的
に
時
間
の
経
過
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
拡
大
し
た
用
法
だ
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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加
え
て
、
正
倉
院
文
書
に
お
い
て
「
延
」「
廻
」
両
字
の
使
用
さ
れ
る
文
脈
上
の
近
さ
も
後
押
し
し

た
の
で
は
な
い
か
。「
延
」
字
の
基
本
的
な
字
義
は
、「
行
也
」（『
説
文
解
字
』）「
平
長
也
及
也
久
也
進

也
」（
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』）
と
あ
る
よ
う
に
直
線
的
な
動
き
や
広
が
り
を
表
し
、
ら
せ
ん
状
の
動
き

を
表
す
「
廻
」
字
と
は
、
字
義
自
体
は
重
な
り
を
持
た
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
延
」
や
「
廻
」

が
「
怠
延
」「
怠
廻
」「
延
廻
」
な
ど
の
熟
語
と
な
り
、
仕
事
の
先
延
ば
し
を
禁
ず
る
文
脈
に
お
い
て
用

い
ら
れ
る
中
で
、「
延
」
字
と
「
廻
」
字
と
が
近
い
字
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。「
日
廻
」
や
「
廻
日
時
」
と
い
う
表
現
は
、
日
を
経
過
さ
せ
る
こ
と
を
「
延
日
」「
日

延
」
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
類
推
・
派
生
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
二
五

。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、「
廻
」
字
の
字
義
・
用
法
を
検
証
し
た
上
で
、
正
倉
院
文
書
に
お
い
て
仕
事
の
先

延
ば
し
を
禁
ず
る
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
と
い
う
熟
語
お
よ
び
、「
廻
」
字
を

用
い
た
表
現
の
特
殊
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

漢
語
と
し
て
の
「
廻
」
字
に
は
、「
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
上
代
文

献
・
資
料
に
は
、
該
当
す
る
意
味
の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
も
の
の
、
正
倉
院
文
書
に
お
け

る
「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
の
「
廻
」
字
は
、
そ
う
い
っ
た
漢
語
の
用
法
に
依
拠
し
て
使
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
し
て
は
、
律
令
や
律
令
注
釈
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

た
だ
し
、「
延
廻
」「
怠
廻
」「
廻
怠
」
と
い
う
熟
語
は
、
同
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
漢
籍
・
仏
典

等
に
は
見
い
だ
し
が
た
く
、
日
本
の
文
書
の
表
現
と
し
て
独
自
に
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
期
限

を
守
る
こ
と
は
、
寺
院
の
造
営
や
写
経
事
業
な
ど
の
仕
事
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

「
廻
」
字
が
、
時
間
の
経
過
を
表
す
「
延
」
字
や
、
宮
人
の
勤
務
評
定
に
大
き
く
関
わ
る
「
怠
」
字
と

組
み
合
わ
さ
れ
、「
不
得
」「
不
可
」
等
の
禁
止
表
現
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
日
の
決
ま
っ
た
案
件

や
、
急
を
要
す
る
案
件
の
遅
滞
を
防
ぐ
た
め
の
表
現
と
し
て
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

一
方
、「
日
可
延
廻
」「
勿
廻
日
時
」「
日
不
廻
」
の
よ
う
に
、「
廻
」
字
が
「
日
（
日
時
）」
を
経
過

さ
せ
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
漢
語
で
は
、「
廻
」
字
が
「
日
」
や
「
時
」
と
結
び
つ
い
て

「
時
間
を
経
過
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
さ
れ
な
い
が
、

為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
け
れ
ば
結
果
的
に
時
間
の
経
過
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
拡
大
さ
れ
、
正
倉

院
文
書
中
の
「
延
」
字
と
「
廻
」
字
と
の
使
用
文
脈
の
近
さ
か
ら
派
生
し
た
用
法
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
た
。
な
お
、
こ
う
い
っ
た
用
法
は
上
代
で
は
正
倉
院
文
書
に
の
み
み
え
る
が
、
平
安
時
代
以
降
の

諸
資
料
に
は
用
例
が
検
出
で
き
る
二
六

。

　

正
倉
院
文
書
に
は
、
漢
語
に
は
み
え
な
い
熟
語
や
、
他
の
同
時
代
資
料
に
は
み
え
な
い
こ
と
ば
が
散

見
す
る
。
古
代
官
人
ら
の
言
語
生
活
を
知
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
注
釈
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
実
用
文
書
特
有
の
表
現
が
、
ど
の
よ
う
に
後
の
時
代
へ
展
開
し
て
い
く
の
か
も
、
今
後
視
野
に
入

れ
て
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

【
注
】

一 

拙
稿
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
督
促
の
表
現

―
怠
延
を
中
心
に

―
」（『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・

国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

二 

「
廻
」
字
は
「
辶
」
の
「
迴
」
と
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
が
、
以
下
「
廻
」
字
で
統
一
す
る
。
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三 

『
漢
語
大
詞
典
』
に
は
、明
代
の
例
と
し
て
、「
両
崖
蓊
蒽
蔽
日
、清
流
延
廻
、橋
跨
其
上
、不
知
流
之
所
去
」

（
徐
弘
祖
『
徐
霞
客
游
記
』）、「
洪
流
即
漰
沛
、列
障
亦
迴
延
」（
王
寵
「
旦
発
胥
口
経
湖
中
瞻
眺
」
詩
之
一
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
両
者
と
も
、
川
の
流
れ
や
山
の
連
な
り
が
曲
線
を
為
す
こ
と
を
い
う
。

正
倉
院
文
書
の
「
延
廻
」「
廻
延
」
が
仕
事
の
遅
れ
や
先
延
ば
し
を
い
う
の
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。

四 

桑
原
祐
子
氏
『
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈

―
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
二
）

―
』
平
成
22

年
度
～
25
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
Ⅰ
「
正
倉
院
文
書
に
よ
る
日
本
語
表
記
成
立

過
程
の
解
明
」
二
〇
一
四
年
三
月
）
で
は
、「
延
廻
」
に
つ
い
て
、「
具
体
的
な
期
日
が
指
定
さ
れ
て

い
る
場
合
か
、緊
急
を
要
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
」「
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
、『
不

得
延
廻
（
期
限
を
延
ば
し
て
は
な
ら
な
い
）』
と
い
う
禁
止
表
現
に
用
い
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、個
々

の
用
例
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
（
41
～
42
頁
）。

五 

写
真
で
見
る
と
「
摧
」
字
で
あ
る
が
、文
脈
か
ら
み
て
「
進
」
の
誤
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
「
進
」

に
訂
正
し
た
。

六 

「
早
速
」
の
語
義
・
用
法
に
つ
い
て
は
、
桑
原
祐
子
氏
「
正
倉
院
文
書
の
『
早
速
』

―
和
製
漢
語
の

う
ま
れ
る
場
面
」（『
叙
説
』
四
〇
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

七 

原
文
は
「
社
下
月
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
社
下
月
人
」（
続
々
修
四
ノ
二
十
一 

５
、
十
六
ノ
一
一
二

～
一
一
三
）
な
ど
か
ら
、「
月
」
の
下
は
「
人
」
字
の
脱
字
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。

八 

「
卅
」
の
上
か
ら
「
一
」
を
上
書
し
て
訂
正
し
て
い
る
。

九 

横
田
拓
実
氏
「
天
平
宝
字
六
年
に
お
け
る
造
東
大
寺
司
写
経
所
の
財
政
」（『
史
学
雑
誌
』
七
二
―
九
、

一
九
六
三
年
九
月
）、直
木
孝
次
郎
氏
「
難
波
使
社
下
月
足
と
そ
の
交
易
」（『
奈
良
の
都
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
）

一
〇 

滝
川
政
次
郎
氏
「
万
葉
集
巻
十
八
の
戯
文
戯
歌
の
新
解
釈
」（『
萬
葉
律
令
考
』
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
四
年
）

一
一 

西
一
夫
氏
「
大
伴
家
持
と
池
主
の
贈
答

―
池
主
の
戯
歌
を
中
心
に
」（『
萬
葉
』
一
四
八
号
、

一
九
九
三
年
十
月
）

一
二 

『
小
右
記
』
に
は
「
右
近
真
手
結
、
而
依
二

伊
勢
使
立
一

今
日
延
引
云
々
、
去
三
日
左
近
荒
手
結
、
而
依
レ

雨
延
引
、
次
々
延
廻
云
々
」（
正
暦
四
年
五
月
七
日
）
な
ど
十
一
例
み
え
る
。
ま
た
『
類
聚
符
宣
抄
』

所
収
の
太
政
官
符
の
末
尾
に
は
、「
諸
国
承
知
、
依
レ

宣
行
レ

之
、
不
レ

得
二

延
廻
一

、
符
到
奉
行
」（
巻
六
、

延
長
三
年
十
二
月
十
四
日
）
と
あ
る
。

一
三 

『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
「
週
怠
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、
写
真
で
見
る
と
「
週
」
で
は
な
く
「
廻
」

字
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。　
　
　

一
四 

原
文
で
は
、「
散
位
」
に
一
重
丸
囲
み
が
施
さ
れ
て
お
り
、
右
に
小
字
で
「
左
大
舎
人
」
と
訂
正
さ
れ

て
い
る
。

一
五 

原
文
で
は
、「
丈
部
石
床
」
に
一
重
線
が
引
か
れ
、
右
に
少
字
で
「
秦
里
人
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

一
六 

「
廻
、同
囘
」（『
字
彙
』）、「
迴
、同
囘
」（『
正
字
通
』）
に
よ
り
、「
廻
」「
迴
」「
回
」
を
同
字
と
し
て
扱
う
。

一
七 

中
田
祝
夫
氏
『
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
三　

訳
文
編
』（
講
談
社
、
一
九
五
八
年
）

一
八 

な
お
、「
遅
廻
（
回
）」
に
は
、「
或
遅
二

迴
於
流
俗
一

、
逍
二

遙
於
人
間
一

」（『
抱
朴
子
』
内
篇　

対
俗
）

の
よ
う
に
、
あ
る
場
所
を
う
ろ
う
ろ
と
歩
き
回
る
、「
徘
徊
」
に
近
い
意
味
で
の
用
例
も
あ
る
。

一
九 

注
１
拙
稿
。

二
〇 

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）「
解
説
」（
井
上
光
貞
氏
執
筆
）。

二
一 

宮
川
久
美
氏
「
万
葉
集
一
七
三
一
番
『
布
麻
越
者
』
に
つ
い
て
」（
奈
良
佐
保
短
期
大
学
『
研
究
紀
要
』

十
六
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
二 

漢
語
で
「
廻
日
」
と
い
え
ば
、
日
が
経
過
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
帰
還
す
る
日
の
こ
と
や
、『
淮
南
子
』

に
み
え
る
「
魯
の
陽
公
が
沈
み
か
け
た
太
陽
を
呼
び
戻
し
た
」
と
い
う
故
事
に
基
づ
い
て
「
太
陽
を

呼
び
戻
す
」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。

二
三 

木
簡
に
は
、
日
の
先
延
ば
し
を
禁
じ
る
表
現
と
し
て
、「
不
過
日
時
」（『
平
城
宮
木
簡　

二
』
五
四
号
）

も
み
え
る
。

二
四 

『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』「
風
土
記
」『
万
葉
集
』
に
は
、
時
間
を
経
過
さ
せ
る
意
味
で
の
「
延
」
字

の
例
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。



―
 1

9
 ―

二
五 

倭
語
と
し
て
、
日
や
時
間
を
「
め
ぐ
ら
す
」
と
い
う
表
現
の
類
は
上
代
文
献
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
時
代
を
下
っ
て
見
渡
し
て
も
、
時
間
の
経
過
を
表
す
「
め
ぐ
ら
す
」
の
用
例
は
、
注
26
に

挙
げ
た
『
平
家
物
語
』
等
の
軍
記
物
語
に
お
け
る
用
例
以
外
、
現
段
階
で
は
め
ぼ
し
い
も
の
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
上
代
に
お
い
て
、「
日
（
時
）
を
め
ぐ
ら
す
」
と
い
う
倭

語
の
表
現
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
書
き
表
す
た
め
に
「
廻
」
字
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
情
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
語
に
は
、「
子
孫
之
福
、
不
旋
日
而
至
」（『
漢
書
』
巻
七
十
五
・
李
尋

列
伝
）
の
よ
う
な
「
不
旋
日
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
一
日
経
た
ず
（
＝
す
ぐ
に
）」
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
参
照
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
、
上
代
文
献
・
資
料
に
「
旋
」
字
で
時
間
の
経
過
を
表
す

例
は
み
え
な
い
。

二
六 

時
代
を
下
る
と
、「
日
」
や
「
時
日
」「
時
刻
（
剋
）」
を
目
的
語
に
取
り
、「
廻
」
字
で
時
間
の
経
過

を
表
す
例
は
、
古
記
録
・
古
文
書
類
の
中
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
用
法
と
し
て
は
、

否
定
辞
を
伴
う
禁
止
表
現
ば
か
り
で
、
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
「
廻
」
字
の
用
法
を
引
き
継
い
だ
も

の
と
思
わ
れ
る
。

 

　
　

 （
前
略
）
如
此
非
常

乃

災
難
（
筆
者
注

：

醍
醐
太
上
天
皇
の
病
気
）乎は

大
菩
薩
厚
護
広
助

尓

依
弖
奈

牟

可

払
除

支

。
故
是
以
従
四
位
下
行
右
馬
頭
藤
原
朝
臣
季
方

乎

差
使

天

奉
出
給

布

。
掛
畏

支

大
菩
薩
平

具

此

由
遠

知
食

天

、
不
廻
時
日

寸

御
悩

乎

令
除
愈
給

比

、
夜
守
日
守

利

、
常
磐
堅
磐

尓

、
護
幸

へ

給
へと

恐
美
恐

美も

申
給

久と

申

 

　
　
　
　
　
　

天
暦
六
年
二
月
十
日 

（
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
文
書
所
収　

朱
雀
上
皇
御
告
文
）

 

　
　

 

左
大
臣
云
、午
一
点
参
入
、同
時
二
剋
日
華
門
顚
倒
。
雖
二

風
吹
一

非
二

猛
烈
一

、太
奇
事
也
。
彼
此是

云
、

今
日
内
被
二

立
上
一

計
也
。
更
不
レ

可
レ

被
レ

廻
二

時
剋
一

者
。（
後
略
）

（『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
二
月
二
十
三
日
）

 

他
に
も
用
例
は
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
用
い
ら
れ
る
資
料
の
位
相
や
文
脈
は
固
定
的
で
あ
る
。

 

　

な
お
、
中
世
に
入
る
と
、「
時
刻
を
め
ぐ
ら
さ
ず
」（
高
野
本
『
平
家
物
語
』
巻
二
・
座
主
流
）「
時

剋
を
め
ぐ
ら
し
候
ま
じ
」（『
平
治
物
語
』
中
巻
）
な
ど
、
和
語
と
し
て
の
用
例
が
見
い
だ
せ
る
。
こ

れ
ら
は
、
前
述
の
古
記
録
や
古
文
書
類
の
表
現
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
が
、

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
、こ
の
よ
う
な
「
め
ぐ
ら
す
」
に
つ
い
て
、「
漢

語
『
不
旋
踵
』
よ
り
生
じ
て
、
形
を
転
じ
た
言
い
方
。『
時
を
め
ぐ
ら
さ
ず
』
の
形
で
、
時
を
移
さ
ず
、

遅
滞
せ
ず
の
意
を
表
す
」
と
説
明
さ
れ
、
延
慶
本
平
家
物
語
と
金
比
羅
本
保
元
物
語
の
用
例
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

【
使
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・w

eb

サ
イ
ト
】

・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

h
ttp

://w
w

w
ap

.h
i.u

-tok
y
o.ac.jp

/sh
ip

s/

・C
D

-R
O

M

版
『
雕
龍
古
籍
全
文
検
索
叢
書
』（
全
上
古
三
代
秦
漢
三
國
六
朝
文
）

・
台
湾
中
央
研
究
院
「
漢
籍
電
子
文
献
」h

ttp
://h

an
ji.sin

ica.ed
u
.tw

/

・
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃　

h
ttp

://ctex
t.org

/zh

・
故
宮
【
寒
泉
】「
古
典
文
獻
全
文
檢
索
資
料
庫
」h

ttp
://lib

n
t.n

p
m

.g
o
v
.tw

/s2
5
/

・
東
京
大
学
「
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」h

ttp
://2

1
d
zk

.l.u
-tok

y
o
.ac.jp

/S
A

T
/

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】

・ 

正
倉
院
文
書

―
『
大
日
本
古
文
書
』
を
元
に
、適
宜
写
真
版
（『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』（
八
木
書
店
）、

宮
内
庁
作
成
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
製
）
に
て
確
認
。

・『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』

―
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

・『
続
日
本
紀
』

―
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

・『
政
事
要
略
』『
類
聚
三
代
格
』『
令
集
解
』

―
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）

【
附
記
】
本
稿
は
、『
文
学
・
語
学
』
二
一
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

稿
を
成
す
に
あ
た
り
ご
指
導
・
ご
助
言
を
賜
っ
た
方
々
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。




